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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 最 大 ４ ０ の 過 酸 化 物 数 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 、 口 腔 内 適 用 ま た は 経 粘 膜 適 用 の た め
の フ ィ ル ム 様 活 性 物 質 含 有 製 剤 。
【 請 求 項 ２ 】
　 最 大 １ ５ 過 酸 化 物 数 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 製 剤 。
【 請 求 項 ３ 】
　 実 質 的 に 活 性 酸 素 を 含 ま な い 、
こ こ で "活 性 酸 素 "な る 用 語 は 、 酸 素 分 子 お よ び 酸 素 含 有 化 合 物 を 意 味 し 、 こ こ で 酸 素 は 、
－ ２ よ り 高 い 酸 化 状 態 を 有
こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 製 剤 。
【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

の

す る

少 な く と も 一 種 の 酸 化 防 止 剤 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載
の 製 剤 。

酸 化 防 止 剤 の 濃 度 が 、 ０ ． ０ ０ １ ～ ５ 重 量 ％ で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ４ に 記 載
の 製 剤 。

中 に 活 性 物 質 を 有 す る 少 な く と も 一 つ の 層 を 有 す る 、 単 層 ま た は 多 層 の ポ リ マ ー マ ト リ
ッ ク ス を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の 製 剤 。



【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

【 請 求 項 １ ２ 】
　

【 請 求 項 １ ３ 】
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マ ト リ ッ ク ス が 、 セ ル ロ ー ス エ ー テ ル 、 セ ル ロ ー ス ア セ テ ー ト 、 ポ リ ビ ニ ル ア ル コ ー ル
、 ポ リ 酢 酸 ビ ニ ル 、 ポ リ ビ ニ ル ピ ロ リ ド ン 、 ポ リ エ チ レ ン オ キ サ イ ド ポ リ マ ー 、 ポ リ ウ レ
タ ン 、 ポ リ ア ク リ ル 酸 、 ポ リ ア ク リ レ ー ト 、 ポ リ メ タ ク リ レ ー ト 、 ア ル ギ ナ ー ト 、 ペ ク チ
ン 、 ゼ ラ チ ン 、 ス タ ー チ お よ び 天 然 ゴ ム を 含 む 群 か ら 選 択 さ れ る １ 種 ま た は ２ 種 以 上 の ポ
リ マ ー を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 製 剤 。

マ ト リ ッ ク ス が 、 親 水 性 、 水 溶 性 ポ リ マ ー ま た は 水 溶 媒 中 で 分 解 可 能 な ポ リ マ ー の 群 か
ら 選 択 さ れ る １ 種 ま た は ２ 種 以 上 の ポ リ マ ー を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の
製 剤 。

製 剤 の 少 な く と も １ 層 ま た は 少 な く と も １ つ の 表 面 が 、 粘 膜 付 着 性 を 有 す る こ と を 特 徴
と す る 、 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の 製 剤 。

化 学 的 構 造 の た め に 過 酸 化 物 ラ ジ カ ル に よ る 攻 撃 を 受 け や す い 活 性 物 質 を 少 な く と も 一
種 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の 製 剤 。

医 薬 用 活 性 物 質 の 経 粘 膜 投 与 ま た は 口 腔 内 適 用 の た め の 、 ま た は 胃 腸 管 内 で 活 性 物 質 を
放 出 す る 経 口 投 与 形 態 と し て の 、 ま た は 口 腔 内 で 香 味 ま た は 芳 香 物 質 を 放 出 す る た め の 、
請 求 項 １ ～ １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 製 剤 の 使 用 。

以 下 の ス テ ッ プ ：
（ ａ ） 処 方 に 従 っ て 製 剤 を 製 造 す る た め に 与 え ら れ る 処 方 成 分 の 各 々 お よ び す べ て の 過 酸
化 物 数 を 決 定 す る こ と 、
（ ｂ ） 処 方 成 分 の 各 々 の 過 酸 化 物 数 を 製 剤 中 の こ れ ら の 成 分 の 割 合 に よ り 量 る こ と で 、 個
々 の 処 方 成 分 の 過 酸 化 物 数 の 合 計 が 最 大 ４ ０ と な る よ う に 処 方 成 分 を 選 択 す る こ と 、
（ ｃ ） 選 択 さ れ た 処 方 成 分 お よ び 放 出 す る 活 性 物 質 を 含 む 、 溶 液 、 分 散 ま た は 溶 解 物 を 製
造 す る こ と 、
（ ｄ ） 溶 液 、 分 散 ま た は 溶 解 物 を ド ク タ ー ナ イ フ 塗 布 、 ロ ー ル 塗 布 、 ス プ レ ー ま た は 押 し
出 し 方 法 を 用 い て 不 活 性 な 支 持 体 に 塗 布 し 、 続 い て 乾 燥 ま た は 冷 却 し 、 フ ィ ル ム 層 を 形 成
す る こ と 、
に よ り 特 徴 づ け ら れ る 、 口 腔 内 適 用 ま た は 経 粘 膜 適 用 の た め の フ ィ ル ム 様 活 性 物 質 含 有 製
剤 の 製 造 方 法 。

ス テ ッ プ （ ａ ） に 続 い て 、 少 な く と も 一 つ の 処 方 成 分 を 過 酸 化 物 を 還 元 す る の に 適 す る
還 元 剤 で 処 理 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。


	header
	written-amendment

